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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月25日(2014.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を実行可能な遊技機であって、
　所定の動作を行う可動部材と、
　遊技機への電力供給が停止しても所定期間記憶内容を保持可能であり、制御を行う際に
発生する変動データを記憶する変動データ記憶手段と、
　遊技機への電力供給が開始されたときに、所定条件の成立にもとづいて前記変動データ
記憶手段の記憶内容を初期化する初期化処理を実行する初期化手段と、
　前記初期化手段によって前記初期化処理が実行されたことにもとづいて、初期化報知を
実行する初期化報知手段と、
　遊技機への電力供給が開始されたことにもとづいて、前記可動部材の初期動作を実行す
る初期動作実行手段とを備え、
　前記初期動作実行手段は、前記初期化報知手段による前記初期化報知の実行を終了した
後に、前記可動部材の初期動作を実行し、
　報知を行う第１報知手段と、
　前記第１報知手段とは異なる遊技に関わる報知を行う第２報知手段と、
　計時を行う計時手段と、を更に備え、
　前記計時手段による計時結果が特定条件を満たすときに、前記第１報知手段による報知
を制限し、前記第２報知手段による報知を制限しない、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（手段１）本発明による遊技機は、所定の遊技を実行可能な遊技機であって、所定の動作
を行う可動部材（例えば、第２の実施の形態における可動部材７８や演出羽根役物７９ａ
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，７９ｂなどの役物）と、遊技機への電力供給が停止しても所定期間記憶内容を保持可能
であり、制御を行う際に発生する変動データを記憶する変動データ記憶手段（例えば、バ
ックアップＲＡＭとしてのＲＡＭ５５）と、遊技機への電力供給が開始されたときに、所
定条件の成立（例えば、クリアスイッチのオン）にもとづいて変動データ記憶手段の記憶
内容を初期化する初期化処理を実行する初期化手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ５６０におけるステップＳ１０を実行する部分）と、初期化手段によって初期化処
理が実行されたことにもとづいて、初期化報知を実行する初期化報知手段（例えば、第２
の実施の形態において、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ３１
０１～Ｓ３１１１を実行する部分）と、遊技機への電力供給が開始されたことにもとづい
て、可動部材の初期動作を実行する初期動作実行手段（例えば、第２の実施の形態におい
て、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ７０８を実行する部分）
とを備え、初期動作実行手段は、初期化報知手段による初期化報知の実行を終了した後に
、可動部材の初期動作を実行し（例えば、第２の実施の形態において、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００は、ステップＳ３５０２でＹと判定したことを条件にステップＳ３
５０３以降の処理に移行して役物の初期動作を実行する）、報知を行う第１報知手段（例
えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００が、予告やリーチ演出等の可変表示や客待
ちデモ演出を実行する際の表示やランプ、音に関する演出を制御する部分）と、前記第１
報知手段とは異なる遊技に関わる報知を行う第２報知手段（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００が、エラー等の異常が発生したときにエラー報知の際の表示やランプ
、音に関する演出を制御する部分）と、計時を行う計時手段（例えば、ＲＴＣ（Real-Tim
e　Clock）といった日時や時刻等のデータを計時できるもの）と、を更に備え、前記計時
手段による計時結果が特定条件を満たすときに、前記第１報知手段による報知を制限し、
前記第２報知手段による報知を制限しない（例えば、ＲＴＣの計時結果がある時間（例え
ば１２時）を示す時間となったときに、可変表示や客待ちデモ演出でランプを用いた演出
を実行することを禁止し、その間には球切れエラー状態の報知を行うことを許容しておく
部分）、ことを特徴とする。そのような構成により、初期化処理が実行されたときに初期
化報知と可動部材の初期動作とにかかる電力消費を分散することができる。
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